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証券コード　6403
2 0 2 1 年 ６ 月 1 4 日

株 主 各 位
東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号

代表取締役社長 角 川 政 信

第117回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　はじめに、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、亡くなられた

方々にお悔やみ申しあげますとともに、罹患された方々とそのご家

族に対し心よりお見舞い申しあげます。また、各国・地域で感染症

の終息に向け、奮闘努力されている行政及び医療機関等ご関係の

方々に深い感謝の意を表します。

　さて、当社第117回定時株主総会を下記のとおり開催いたします

ので、ご案内申しあげます。

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使

書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年６月28日（月曜日）午後５

時30分までに到着するようご返送お願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 2021年６月29日（火曜日）午前10時

２．場 所 東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号

水道機工株式会社　本社７階　会議室

 （末尾の会場ご案内図をご参照ください）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第117期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人

及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

－ 1 －

株主各位



2021/06/04 11:09:53 / 20701006_水道機工株式会社_招集通知

２．第117期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案

第３号議案

第４号議案

取締役（監査等委員を除く)５名選任の件

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

◎　新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のためのお願い事項

　当社では、総会会場において感染防止施策を十分に実施する予定でございま

すが、株主の皆さまにおかれましては、本年はソーシャルディスタンス確保の

ため、ご来場の見合わせを極力ご検討いただき、可能な限り書面（郵送）によ

る議決権の事前行使をお願い申しあげます。

◎　株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生

　じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス

　https://www.suiki.co.jp）に掲載させていただきます。

◎　本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結株主資本等変動計算書」、

「連結注記表」、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」につきましては、

法令及び定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（ア

ドレス　https://www.suiki.co.jp）に掲載しておりますので、添付書類には記

載しておりません。従いまして、本招集ご通知添付書類は、監査報告を作成す

るに際し、会計監査人及び監査等委員会が監査した書類の一部であります。
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（提供書面）

事 業 報 告

(2020年４月１日から
2021年３月31日まで)

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響

により、社会・経済活動の大幅な抑制が継続する厳しい状況にある中で、企

業収益が大幅に悪化し、個人消費も足踏み状況となる等、依然として感染抑

制への出口が見えない極めて不透明な状況で推移致しました。

　当社グループの主力である上下水道水処理分野においては、政府による国

土強靱化の推進の下、各種公共投資に関する予算措置・執行が進められる中

で、水道インフラ整備においても耐震化等に基づく老朽施設更新等の投資が

継続しております。改正水道法施行以降、自治体・水道事業体間での広域連

携、官民連携へ向けた協議の取り組みが増えつつあり、自治体における水道

施設更新・整備において、DB（設計、施工一括発注）、DBO（設計、施工、

運転管理一括発注）による発注形態での検討が有力な課題解決策として具体

化され始めており、老朽化施設更新対策の進展の一方で、発注形態の変化に

より価格競争が表面化する状況となり、非常に厳しい事業環境で推移して参

りました。

　民間の水処理分野においても同様に、感染症拡大の影響により非製造業を

中心に設備投資が大幅に落ち込み、産業向け水処理プラントの増設・更新は

急速に冷え込み厳しい状況で推移して参りました。

　このような状況の下で、当社グループでは、2020年度から３年間の新たな

中期経営課題を策定いたしました。以下の主要課題を3年間にわたり実行し、

直面する事業環境変化への対応を図って参ります。

◎水道分野において、当社の強みの豊富な納入実績をベースに、グループ

一体での顧客対応体制の整備と製品開発力強化を通じた高付加価値サ

ービスの提供の実現

◎今後上水道分野での一層の増加が見込まれるDB、DBO案件への対応強化

◎下廃水分野における販売強化による水道分野に次ぐ事業の柱の構築及

び収益拡大の実現
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　当連結会計年度の業績について、受注高は、グループ全体で239億59百万

円（前期比10.3％減）と前期比で減少となりました。主な要因は、上下水道

事業における水道分野での浄水場更新・改修、メンテナンス案件の受注は引

き続き堅調であったものの、運転管理委託案件の契約更新等が前期比で減少

したこと等によるものです。その結果、当連結会計年度末における受注残高

は、332億17百万円（前期比1.9％減）となりました。

　売上高は、グループ全体で251億66百万円（前期比19.6％増）と前期比で

増加となりました。主な要因は、新設浄水場建設工事や下廃水処理施設工事

での出来高進捗が堅調に推移したこと、並びに既運転管理委託案件での委託

範囲拡大等によるものです。

　損益の状況については、増収による着実な増益を図りつつ、全社的に案件

採算・コスト管理の強化等に努めた結果、営業利益は、15億25百万円（前期

比19.2%増）となり、また、経常利益は、15億40百万円（前期は経常利益53

百万円）とそれぞれ前期比で増加となりました。親会社株主に帰属する当期

純利益は、特別損失として貸倒引当金繰入額４億76百万円の計上及び特別調

査費用３億58百万円の計上等により、８億13百万円（前期は親会社株主に帰

属する当期純損失16億41百万円）となりました。

（注）2020年３月31日に行われた山田設備機工株式会社との企業結合に関して、前連結

会計年度において暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確

定したため、前連結会計年度との比較・分析にあたっては、暫定的な会計処理の

確定による見直し後の金額を用いております。

事業別の課題への取り組み概況及び業績は、次の通りであります。

［上下水道事業］

（課題への取り組み概況）

１．グループ一体での顧客対応

　納入設備に対するメンテナンス及び更新情報に関する共有体制の整備

を図ることにより顧客ニーズの早期把握に努め、タイムリーなメンテナ

ンス対応及び 適設備の提案を実施して参りました。

２．DB案件、DBO案件への取り組み

　今後増加が見込まれるDB案件、DBO案件への対応として、価格並びに技

術的な競争力向上や人的リソース確保並びにM&Aを活用した生産体制の

整備を進めることにより、参画準備を計画的に推進して参りました。

３．下廃水分野での収益拡大

　契約案件の完工実績を基に、更新期を迎える施設の探索並びに入札参

加を継続することにより、受注拡大を推進して参りました。
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（業績）

　受注高は、上下水道事業における水道分野での浄水場更新・改修、メ

ンテナンス案件の受注は引き続き堅調であり、また新規下廃水案件の受

注があったものの、運転管理委託案件の契約更新等が前期比で減少した

ことにより223億53百万円（前期比9.3％減）となりました。売上高は、

新設浄水場建設工事や下廃水処理施設工事での出来高進捗が堅調に推移

したこと、並びに既運転管理委託案件での委託範囲拡大等に伴い、232億

８百万円（前期比20.5％増）、営業利益は、14億25百万円（前期比23.8％

増）となりました。

［環境事業］

（課題への取り組み概況）

　コロナ禍における先行き不透明な事業環境において、顧客の設備増

設・更新需要が冷え込む中、これまでの用・廃水処理に加え難分解性の

廃水処理案件への営業展開に注力するとともに、メンテナンスを中心と

した既存顧客への営業強化を行い、受注増への取り組みを進めて参りま

した。

（業績）

　受注高は、民需向け廃水処理設備の受注減少により９億39百万円（前

期比22.4％減）となりました。売上高は、前期受注工事の完工により12

億49百万円（前期比42.4％増）、営業利益は、60百万円（前期は営業損

失11百万円）となりました。

［機器事業］

（課題への取り組み概況）

　自然災害発生時に利用する非常用浄水機の拡販や代理店等との共同

営業による既設更新掘り起しを進めるとともに、生産、品質管理体制の

整備に取り組んで参りました。

（業績）

　受注高は、大口の災害対策用小型造水機納入があったものの、標準製

品の更新受注が集中した前期と比較し受注が減少したことにより６億

66百万円（前期比21.6％減）となりました。売上高は、当期受注の減少

により６億73百万円（前期比24.4％減）、営業利益は、40百万円（前期

比69.2％減）となりました。

［その他の事業］

　不動産賃貸等を行った結果、売上高は、33百万円（前期比176.7％増）、

営業損失は０百万円(前期は営業利益８百万円)となりました。
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事業別受注高 （単位：百万円・％）

期　別

事業区分

第116期 第117期 当連結会計年度末受注残高

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

上 下 水 道 事 業 24,641 92.3 22,353 93.3 32,930 99.1

環 境 事 業 1,211 4.5 939 3.9 268 0.8

機 器 事 業 849 3.2 666 2.8 19 0.1

合 計 26,702 100.0 23,959 100.0 33,217 100.0

事業別売上高 （単位：百万円・％）

期　別

事業区分

第116期 第117期 前　期　比

金 額 構成比 金 額 構成比 増 減 額 増減率

上 下 水 道 事 業 19,255 91.5 23,208 92.2 3,953 20.5

環 境 事 業 877 4.2 1,249 5.0 372 42.4

機 器 事 業 890 4.2 673 2.7 △217 △24.4

そ の 他 の 事 業 12 0.1 33 0.1 21 176.7

合 計 21,035 100.0 25,166 100.0 4,130 19.6

②　設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

③　資金調達の状況

該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
の状況

該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
（単位：百万円）

期　　別
区　　分

第114期
(2018年３月期)

第115期
(2019年３月期)

第116期
(2020年３月期)

第117期
(当連結会計年度)
(2021年３月期)

受 注 高 25,056 23,644 26,702 23,959

売 上 高 17,715 18,296 21,035 25,166

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 ( △ )

563 589 △1,641 813

１株当たり当期純利益
又 は １ 株 当 た り 当 期
純 損 失 ( △ )

131円33銭 137円39銭 △382円82銭 189円66銭

総 資 産 21,807 23,137 22,211 22,049

純 資 産 10,958 11,243 9,327 9,961

１ 株 当 た り 純 資 産 額 2,555円09銭 2,621円67銭 2,174円86銭 2,322円80銭

（注)１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中

平均の発行済株式総数に基づき算出しております。

２．第117期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第

116期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定を反映させておりま

す。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

当社の親会社は東レ株式会社で、当社の議決権の51.2％（株式数2,191千

株）を保有しております。当社は、親会社から水処理用機械・機器等に使

用する原材料等を購入し、親会社へは水処理機械等の製品の提供・販売を

行っております。

商品の購入等については、市場での実勢を勘案して、価格及び取引条件

が他の取引条件と同等水準となるよう検討し、決定しております。また、

製品の販売等については、市場価格、総原価等を勘案して当社希望価格を

提示し、協議により決定しております。当社取締役会は、このような取引

条件を把握し、その適切性・妥当性を確認した結果、当社の利益を損ねる

ものではないと判断しております。

当社は、親会社との間で「グループ経営に関する契約書」を締結してお

ります。当該契約は、グループ経営理念の共有とグループガバナンス並び

にリスク管理等の在り方を取り決める内容となっております。なお、いず

れの取り決めにおいても一般株主の利益に配慮する内容が盛り込まれてお

り、当社の親会社からの一定の独立性は確保されていると判断しておりま

す。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社水機テクノス 80百万円 100％
水処理装置・機械の点検、修理
水処理施設の運転・維持管理

山田設備機工株式会社 20百万円 100％ 水処理機械設備の製造

③　企業結合の成果

当社の連結子会社は２社であり、持分法適用会社は２社であります。

当連結会計年度の売上高は251億66百万円（前期比19.6％増）、親会社株

主に帰属する当期純利益は８億13百万円（前期は親会社株主に帰属する当

期純損失16億41百万円）となりました。
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(4) 対処すべき課題

今後の見通しとしましては、国内景気は、感染症拡大による下振れリス

クへの懸念が払拭されないまま、先行きを見通すことが困難な状況で推移

しております。

上下水道分野におきましては、政府主導による水道事業体の統合等での

基盤強化や水道インフラの強靭化のための対応が進みつつある一方、投資

規模の大きな水道管路の耐震化が優先され、当社の主要納入先である浄水

場を始めとした浄水施設においては、急務の課題である更新・整備、強靭

化への投資が限定的な状況となり、発注形態の変化と相まって厳しい市場

環境が続く見通しです。また、民間の水処理分野におきましては、コロナ

禍において民間設備投資の回復までには更に時間を要する見通しです。

次に今後の事業別の取り組みとしましては、上下水道事業では、引き続

き、中期経営課題として掲げる水道分野既存納入顧客への営業強化、DB、

DBO案件への積極的な取り組み、下廃水分野での収益拡大の実行に取り組ん

で参ります。

環境事業では、コロナ禍における市場の変化の中、新たなマーケティン

グ手法の導入により、引き合い案件増加を目指し、新規顧客の拡大に向け

た取り組みを積極的に行うとともに、既存顧客へのメンテナンス及び改修

案件の掘り起しに注力して参ります。

機器事業では、近年の異常気象による災害時の応急対策用途としての小

型造水機を始め、顧客ニーズを踏まえた製品の提案を代理店等を活用し推

進するとともに、改良改善の完了した標準製品の市場投入を行って参りま

す。

当社グループとしましては、中期経営課題における実行施策を着実に推

進し、競争力強化に努めるとともに、第三者委員会からの報告書における

提言を踏まえた施工管理技士資格等に係る不正取得に関する再発防止のた

めの実行計画を着実に遂行し、コンプライアンス及びガバナンス体制強化

に努めることで企業価値の回復、向上を図って参ります。具体的な取り組

みにつきましては、23ページ「業務の適正を確保するための体制の運用状

況の概要」に記載の通りです。

－ 9 －

対処すべき課題
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お陰様で当社は、2020年1月に創立85周年を迎え、また2024年には創業

100周年を迎えることとなります。その節目を機に、長期展望に立った発展

のため水道機工グループの新たな経営理念を次の通り制定いたしました。

水道機工グループ新経営理念

「100年先も人と地球をつなぐ情熱で、笑顔あふれる環境を技術と製品で

創造し、社会に貢献します。」

創業以来当社グループは、地球環境及び社会に水を通じ貢献して参りま

したが、新たな経営理念には、次の100年先もこれまで培ってきた責任と情

熱で全てのステークホルダーと向き合うことにより持続的発展を目指し、

新たな技術と製品を創造し、社会に広げることで笑顔があふれる環境を実

現して、社会貢献を行う決意を込めております。

昨年、当社グループにおいては、法令に抵触する施工管理技士資格等に

係る不正取得が発覚し、株主の皆様にはご心配をお掛けしているところで

ございますが、現在全社一丸となって法令遵守意識の向上と再発防止に向

けた取り組みを行っております。その取り組みのうち重要な施策の一つと

して、ガバナンス体制の強化を掲げておりますが、新たな経営理念制定に

よる意識改革を通じ、改めて社会との関係の重要性を見つめ直し、この経

営理念を当社グループの役職員全員が共有することにより、株主の皆様を

始めとする全てのステークホルダーの信頼回復に努めて参る所存でござい

ます。

　引き続き株主の皆様におかれましては、ご理解並びにご支援をいただき

ますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（2021年３月31日現在）

当社グループの主要な事業は水処理事業であり、水処理機械、水処理用機

器類の製造、販売を主な内容として、これらに附帯する保守点検、工事、運

転・維持管理等の事業活動を展開しております。

－ 10 －
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(6) 主要な営業所及び工場（2021年３月31日現在）

①　当社

本 社 東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号

支 店
東北（宮城県仙台市）、東京（東京都世田谷区）
名古屋（愛知県名古屋市）、大阪（大阪府吹田市）
広島（広島県広島市）、九州（福岡県福岡市）

事 業 所 滋賀（滋賀県大津市）

工 場 厚木（神奈川県愛甲郡）

②　子会社

株 式 会 社 水 機 テ ク ノ ス 本 社 東京都世田谷区

山 田 設 備 機 工 株 式 会 社 本 社 青森県八戸市

(7) 従業員の状況（2021年３月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

上 下 水 道 事 業 455（312）名 48 （7）名

環 境 事 業 18 （5） 5 （△1）

機 器 事 業 19 （4） 1 （1）

そ の 他 の 事 業 － （－） － （－）

全　　社　（共 　　通) 37 （7） 10 （1）

合 計 529（328） 64 （8）

（注）１.従業員数は就業員数であり、臨時従業員数(顧問・嘱託・契約社員）は（　）
内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２.当連結会計年度より、上下水道事業に山田設備機工株式会社の従業員数を含め
ております。

３.前連結会計年度末時点における事業区分等見直し後の従業員数をもとに、前連
結会計年度末比増減を記載しております。

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

215（54）名 13（2）名 43.5歳 14.8年

（注）従業員数は就業員数であり、臨時従業員数（顧問・嘱託・契約社員）は（　）内

に年間の平均人員を外数で記載しております。

－ 11 －
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(8) 主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）

借 入 先 金 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 494百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社は、当事業年度において、持分法適用関連会社であるSuido Kiko 

Middle East Co.,Ltd.の決算損失処理並びに財務支援を目的として、同社への

貸付金13億12百万円につきまして、債権放棄を実施しております。なお、前事

業年度において、当該貸付金に対して全額貸倒引当金繰入を行っているため、

当事業年度における損益への影響はございません。

－ 12 －
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（2021年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 6,000,000株
 

②　発行済株式総数 4,295,968株

③　株     主     数 1,283名

④　大     株     主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

東 レ 株 式 会 社 2,191千株 51.1％

水 道 機 工 共 栄 会 159 3.7

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 158 3.7

光 通 信 株 式 会 社 124 2.9

株 式 会 社 デ ー タ ベ ー ス 120 2.8

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 114 2.7

株 式 会 社 電 業 社 機 械 製 作 所 93 2.2

株 式 会 社 品 川 鐵 工 場 68 1.6

横 手 産 業 株 式 会 社 54 1.3

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（信託口）

46 1.1

(注) 持株比率は、自己株式（7,330株）を控除し計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

－ 13 －
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(3) 会社役員の状況

①　取締役の状況（2021年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 角 川 政 信

代表取締役副社長 古 川 　 徹
海外事業担当兼海外事業部長、
株式会社水機テクノス代表取締役社長

常 務 取 締 役 丸 山 広 記
プラント事業担当兼プラント事業部長
兼ＰＰＰ推進室長、Ｏ＆Ｍ事業担当、
株式会社水機テクノス取締役(非常勤)

取 締 役 石 井 克 昌
総合企画部長、
海外事業部ＳＫＭＥ担当

取 締 役 柴 田 宗 孝
機器事業担当兼機器事業部長、
環境事業担当兼環境事業部長、
海外事業部ＳＫＶＮ担当

取 締 役 上 村 順 一 日本テクノ株式会社顧問

取 締 役
(常勤監査等委員)

齋 藤 敏 仁

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

千 田 一 夫 株式会社ティムコ社外取締役

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

重 松 　 直

（注）１．取締役上村順一氏、取締役(監査等委員)千田一夫氏及び取締役(監査等委員)重
松 直氏は、社外取締役であります。

２．当事業年度中の取締役及び取締役(監査等委員)の異動は次のとおりであります。
・近藤泰正氏は、2020年５月27日付で取締役(監査等委員)を辞任し、補欠の取締

役(監査等委員)である新谷弘之氏が同日付で取締役(監査等委員)に就任いたし
ました。

・新谷弘之氏は、2020年６月26日開催の第116回定時株主総会休会の時をもって辞
任しております。

・2020年６月26日開催の第116回定時株主総会において、上村順一氏が取締役に、
齋藤敏仁氏が取締役（監査等委員）に選任され、就任いたしました。

・大谷 洋氏は、2020年６月26日開催の第116回定時株主総会休会の時をもって辞
任しております。

３．取締役（常勤監査等委員）齋藤敏仁氏は、デュポン株式会社において長年にわ
たり財務業務を歴任された経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を
有しております。

４．取締役(監査等委員)千田一夫氏は、長年にわたり銀行業務を歴任された経験か
ら、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

５．情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて監査の実効性を
高め、監査監督機能を強化するために近藤泰正氏及び齋藤敏仁氏を、その在任
期間中に常勤の監査等委員として選任しております。

６．当社は、取締役上村順一氏、取締役(監査等委員)千田一夫氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

－ 14 －
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②　責任限定契約の内容の概要

　当社と取締役上村順一氏、取締役(監査等委員)齋藤敏仁氏、取締役(監

査等委員)千田一夫氏、取締役(監査等委員)重松 直氏は、会社法第427条

第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める 低責任限度額を限

度とする責任限定契約を締結しております。

③　取締役の報酬等

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の

報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の

決議に際しては、決議内容につき各監査等委員への説明を十分に行い、

意見を反映したうえで、決定しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につ

いて、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役

会で決議された決定方針と整合していることや社外取締役が過半を占

める監査等委員会からの意見が反映されていることを確認しており、

当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当社は、

非金銭報酬による報酬はございません。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のと

おりとなります。

ａ．基本方針

当社は、グループの中長期的な企業価値向上と持続的成長に繋げ

るべく、役員報酬制度を構築し、個々の取締役の報酬の決定に際し

ては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

具体的には、株主総会により決議された報酬総枠の限度額を上限

に、業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、

業績連動報酬としての賞与、在任期間中における功績に対する報酬

としての役員退職慰労金により構成し、監査・監督機能を担う社外

取締役ならびに取締役（監査等委員）については、その職務に鑑み、

固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。

また、業務執行を担う取締役の各報酬の額ならびに配分について

は、監査等委員会の意見を踏まえ適宜見直しを図るものとする。

－ 15 －
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ｂ．基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社取締役の基本報酬は、月例の固定報酬による現金支給とし、役

位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水

準を総合的に勘案した原案を監査等委員会に諮問し、意見を 大限尊

重した上で決定するものとする。

ｃ．業績連動報酬ならびに役員退職慰労金の内容および額の算定方法

の決定に関する方針

業績連動報酬としての賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意

識を高めるため業績結果を反映した現金報酬とする。目標となる業

績指標とその値は、予算策定時に全社ならびに事業ごとに設定された

値（営業利益）とし、その達成度ならびに過去実績を考慮し、各取締

役の業績貢献度合いに応じて決定し、毎年一定の時期に支給する。な

お、事業環境の変化に応じて適宜監査等委員会の意見を 大限尊重し

見直しを行うものとする。

役員退職慰労金は、取締役一律の支給基礎額に各役位別の在職年数

を乗じて得た金額をもとに、在職中の功績に応じ評価を行い決定し、

現金による支給とする。また、支給は株主総会の決議に基づき決定さ

れ、具体的な支給時期、金額等は取締役会へ一任されるものとする。

d. 金銭報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に

対する割合の決定に関する方針

取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や

関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏

まえ、取締役会（次項の委任を受けた代表取締役社長）は監査等委員

会の答申内容を 大限尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合

の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長が

その具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、

各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた

賞与の評価配分、役員退職慰労金の功績評価とする。取締役会は、当

該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員

会に原案を諮問し意見を求めるものとし、上記の委任を受けた代表取

締役社長は、当該意見の内容を 大限尊重し、決定する。

－ 16 －
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ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

区　　分
報酬等
の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額
（百万円）

対象となる
役員の員数
（名）基本報酬

業績連動報酬
(賞与)

退職慰労金

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

110
(1)

80
(1)

 11
(－)

 19
(－)

 6
(1)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

17
(6)

17
(6)

 －
(－)

 －
(－)

 5
(3)

合　　　計
（うち社外役員）

128
(8)

97
(8)

 11
(－)

 19
(－)

11
(4)

（注) １．無報酬の取締役（監査等委員を除く）については、上記員数には含まれてお

りません。

２．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれてお

りません。

３．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第112回

定時株主総会において、年額２億円以内（ただし、使用人分給与は含まな

い。）と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役（監

査等委員を除く）の員数は、５名となります。

４．取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第112回定時株主

総会において、年額5,000万円以内と決議いただいております。なお、当該株

主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、３名となります。

５．取締役の報酬等の総額には、2020年５月27日に辞任した取締役(監査等委員)

１名及び2020年６月26日開催の第116回定時株主総会休会の時をもって退任

した取締役（監査等委員）１名の在任中の報酬等の額が含まれております。

６．2020年３月に発覚した施工管理技士資格等に係る不正取得に関する経営責任

を明確化するため、取締役(監査等委員を除く)５名について、2020年10月から

３か月の間、10％を基本報酬から減額支払しております。

７．上記の報酬等の総額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額

（取締役５名に対し19百万円）が含まれております。

ハ．当事業年度に支払った役員退職慰労金

該当事項はありません。
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ニ．社外役員が親会社及び子会社等から受けた役員報酬等の総額

当事業年度において、社外取締役が役員を兼任する親会社又は子会社

等から、役員として受けた報酬等は該当がございません。

ホ．業績連動報酬に関する事項

当社は、「役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載の通り、

業績連動報酬として取締役（監査等委員を除く）に賞与を支給してお

ります。業績指標としては、各事業ごとならびに一定期間の業績の予

実比較が可能であることから、営業利益を採用しており、各事業ごと

における予算達成度及び前期比実績増減を考慮し、賞与額を決定して

おります。

ヘ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役会は、代表取締役社長角川政信氏に対し各取締役の基本報酬の

額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分、役員退

職慰労金の功績評価の決定を委任しております。同氏は、事業全体を

統括する立場にあるため個人別の報酬決定者として適任であると判断

しております。なお、権限が適切に行使されるための措置につきまし

ては、「役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載の通りとな

ります。
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④　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他

の法人等との関係

　取締役上村順一氏は、日本テクノ株式会社の顧問であります。当社と

同社の間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありませ

ん。

ロ．他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況及び当社と当該他

の法人等との関係

取締役(監査等委員)千田一夫氏は、株式会社ティムコの社外取締役で

あります。当社と同社との間には、人的・資本的・取引関係その他の利

害関係はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 活 動 状 況

取 締 役 上 村 順 一

当事業年度のうち就任以降に開催された取締
役会15回の全てに出席し、長年の経営全般並
びに海外事業経験における豊富な知識と見識
をもとに、取締役会において積極的に意見を
述べております。特に当社海外事業に対する
助言において、当社取締役会における意思決
定の妥当性、適正性を確保するために適切な
役割を果たしております。

取 締 役
(監査等委員)

千 田 一 夫

当事業年度に開催された取締役会19回のうち
18回に、また監査等委員会15回のうち14回に
それぞれ出席し、長年にわたる銀行業務への
従事経験をもとに公正かつ独立的な見地か
ら、取締役会及び監査等委員会における適法
性、妥当性、適正性を確保するための助言・
提言を行っております。

取 締 役
(監査等委員)

重 松 　 直

当事業年度に開催された取締役会19回のうち
18回に、また監査等委員会15回の全てにそれ
ぞれ出席し、経営全般における幅広い知識と
見識をもとに公正かつ独立的な見地から、取
締役会及び監査等委員会における適法性、妥
当性、適正性を確保するための助言・提言を
行っております。

(注) 2020年３月に第三者委員会に調査を委嘱し、同年９月に調査報告書を受領しました施
工管理技士資格等に係る不正取得問題につきまして、社外取締役(監査等委員)千田一
夫氏及び重松直氏は、同問題が発覚するまで当該事実を認識しておりませんでしたが、
日頃から取締役会において法令遵守に立った提言を行い、注意喚起しておりました。
同問題発覚後は、管理・監督を行う立場として、取締役会において発生事象の報告を
受け、再発防止に向けた実行計画の妥当性の評価並びに実行状況のモニタリング及び
助言等を客観的視点から実施し、社外取締役の役割を果たして参りました。
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(4) 会計監査人の状況

①　名　　　称 EY新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 61百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

61百万円

（注) １. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商

品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的に

も区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれ

らの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及

び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行っ

たうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その

必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する

議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議

の目的とすることといたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め

る項目に該当すると認められ、改善の見込みがないと判断した場合は、

取締役(監査等委員)全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

この場合、監査等委員会が選定した取締役(監査等委員)は、解任後 初

に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理

由を報告いたします。

⑤　会計監査人が過去２年間に受けた業務停止の処分

　該当事項はありません。
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(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

（業務の適正を確保するための体制の決定内容の概要）

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、
その他会社の業務の適正を確保するための体制の決定内容の概要は、以下の
通りであります。（2020年10月６日付取締役会にて決議の組織改正を反映）

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的
責任を果たすため、グループ全体に適用する企業倫理・法令遵守行動規
範（以下、「企業行動規範」という）を定め、それを取締役及び使用人
に周知徹底させる。

ロ．ＣＳＲ・法令遵守・人権委員会を通じ取締役及び使用人に対し、コン
プライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布を行うこと等によ
り、コンプライアンスの理解を深め、尊重する意識を醸成する。

ハ．事業活動における企業行動規範・社内規定等を遵守させるべく、内部
監査を担当する社長直轄の内部監査室を置き、内部監査規定に従い監査
を行う。

ニ．取締役及び使用人が、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の
内部通報体制を構築する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．重要な意思決定及び報告に関しては、文書管理規定に基づき文書の作
成、保存及び廃棄を行う。

ロ．個人情報保護への対応として、個人情報管理規定を制定し、個人情報
の保護方針及び社内の情報管理体制を定める。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．事業部等の部門責任者は、それぞれ固有のリスクを認識し、リスクの
発生を防止するための管理を行う。部門責任者は、定期的にリスク管理
の状況を取締役会に報告する。

ロ．財務報告に関する内部統制体制を整備し、財務報告の信頼性を確保す
る。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．代表取締役社長、取締役(監査等委員を除く)、取締役(常勤監査等委

員)及び理事から構成される経営会議を原則月２回開催し、迅速に経営上
の重要事項の方向付けを行うことによって取締役会を補完する機能を果
たす。

ロ．その他効率的な意思決定が可能となるよう決裁権限関連規程を制定し、
取締役会及び経営会議で審議・承認されるべき事項、並びに担当取締役
(監査等委員を除く)等に委任される事項を規定している。

⑤ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正
を確保するための体制
イ．企業行動規範を定め、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に
努める。

ロ．子会社に対し管理・支援の基準となる関連規程を整備し、子会社とし
て親会社の承認を求める事項ならびに報告を行う事項を定め、当社グル
ープ全体としてのリスク管理及び効率的運営に努める。
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ハ．子会社の取締役及び監査役を兼務する取締役及び使用人は、子会社取
締役会への出席、定例的実査の実施、当社及び子会社の内部監査部門の
スタッフ機能の活用などを通じて、法令及び定款並びに当社グループと
しての企業行動規範の遵守、情報の保存及び管理について指導を行う。

ニ．グループ内取引については、必要に応じ内部監査室が審査する。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
イ．監査等委員会が補助使用人を置く必要があると認めたときは、補助使

用人の体制整備及び強化に努める。
ロ．監査等委員会の監査の支援のために、内部監査室に属する使用人がそ
の任にあたり、当該使用人は監査等委員会の指揮の下、補助業務を遂行
する。

ハ．監査等委員会の監査の実効性を確保する観点から、補助使用人並びに
内部監査室に属する使用人は、当社の事業、財務会計、コンプライアン
ス等に関する一定程度の知見を有する者を配置する。

⑦ 前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員を除く)からの
独立性に関する事項
  補助使用人並びに内部監査室の使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分
等に関しては、監査等委員会の同意を必要とする。

⑧ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査
等委員会への報告に関する体制
イ．取締役(監査等委員を除く)及び使用人は、監査等委員会からその職務
執行に関する報告を求められた場合は、速やかに当該事項につき報告す
る。

ロ．取締役(監査等委員を除く)及び使用人は、会社に重大な損失を与える
事項が発生し、又は発生するおそれがある時、取締役(監査等委員を除
く)及び使用人による違法又は不正な行為を発見した時、その他監査等委
員会が報告すべきものと定めた事項が生じた時は、監査等委員会に報告
する。

ハ．取締役(監査等委員を除く)及び部門責任者は、監査等委員会と協議の
上、定期的または不定期に、担当部門のリスク管理体制について報告す
る。

ニ．内部通報制度等を通じて監査等委員会へ報告を行った者に対し、いか
なる不利益な取り扱いも行わず、不利益な取り扱いがあった場合には厳
正に対処する。

ホ．上記各号の報告及び取り扱いは、子会社の取締役及び使用人にも適用
される。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体
制
イ．取締役(監査等委員を除く)及び使用人の監査等委員会の監査に対する

理解を深め、監査等委員会の監査の環境を整備するよう努める。
ロ．代表取締役社長と取締役(監査等委員)との定期的な意見交換会を開催
し、また内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査
業務の遂行を図る。

ハ．取締役(監査等委員)の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理
については、監査等委員会の意見を尊重して適切に負担を行う。
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⑩ 反社会的勢力を排除するための体制
イ．反社会的勢力及び団体に対しては、グループ会社の取締役及び使用人
が守るべき企業行動規範に基づき毅然とした対応を行い、これらと関係
のある先とはいかなる取引も行わない。

ロ．総務部を対応部署とし、平素より所轄警察署及び外部専門機関から関
連情報を収集し、反社会的勢力を排除する体制の整備を推進する。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）

　当事業年度における当該体制の運用状況の概要は、以下の通りであります。

① コンプライアンスに関する主な運用状況
イ．「企業倫理・法令遵守ハンドブック」を子会社を含む全役職員に配布
し、コンプライアンスに関して周知徹底を図っております。また、社員
研修時の講話や社外講師によるセミナー開催、社内掲示物等による啓蒙
活動を実施しております。

ロ．取締役(監査等委員)同行のもと、内部監査室による子会社を含む事業
部・拠点への内部監査を実施しております。同監査では、企業倫理・法
令遵守の取り組みやリスク管理の状況、関連法規や就業規則の遵守状況
などのヒアリングを実施しております。

ハ．職場単位で、他社における不祥事事例に基づく話し込みを行い、不正
行為防止に対する感性を高める活動を実施しております。

② 取締役会の体制に関する主な運用状況
イ．取締役会は、取締役(監査等委員)３名を含む取締役９名で構成され、

取締役の職務の執行状況及び内部統制システムの運用状況の監督、経営
リスク等の審議及びその他重要事項の決定を行っております。当事業年
度においては計19回開催されております。

ロ．経営会議は、取締役(監査等委員を除く)、取締役(常勤監査等委員)及
び理事の８名で構成され、経営上の重要事項について審議を行っており
ます。当事業年度においては、計23回開催され、各議案についての審議
を行い、取締役会を補完する機関としての機能を果たしております。

③ 監査の体制に関する主な運用状況
イ．取締役(常勤監査等委員)は、経営会議及びその他重要な会議に出席し
業務執行状況を把握しており、必要に応じ取締役(監査等委員を除く)及
び使用人に対して報告を求めております。

ロ．取締役(常勤監査等委員)は、各事業部等が開催する定例会議のうち、
監査上必要な会議に出席して会議の運営を監視するとともに、必要な意
見等を述べております。

ハ．内部監査室使用人は、取締役(監査等委員)の監査を補助するに足る知
見を有する者で構成され、適時適切に取締役(監査等委員)の監査に対す
る支援を行っております。

（施工管理技士資格等に係る不正取得への再発防止対応状況について）
① 施工管理技士資格等に係る不正取得に関する再発防止の取り組みについ

て
イ．再発防止のための実行計画策定の背景
2020年９月における第三者委員会からの提言に基づき、実行計画書を策
定し、2020年10月に取締役会において承認を受け、実行に着手しました。
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ロ．実行計画の妥当性の確認
取締役会において、社外取締役並びに取締役(監査等委員)が客観的視
点から実行計画の妥当性を評価し、出席取締役の全員一致により決定
しております。

ハ．実行計画の推進スケジュール
2020年10月から開始し、緊急的な対応並びに社内組織体制の構築を
2020年度に完了させ、恒久対策等実行に時間を要するものについては、
2021年度内の完了を予定しております。

② 実行計画の取り組み状況について
イ．全般状況：概ねスケジュール通り進捗しております。なお、進捗状況

は、取締役会へ報告され、社外取締役並びに取締役(監査等委員)によ
るモニタリングが行われております。

ロ．個別実施項目における対応概要
(ア) 適切な資格取得奨励と人材育成プランの検討：資格奨励制度を見直

し、関連する給与規定等を2021年４月から改定しました。人材育成
プランの検討については、社員の社歴や経験と連動した業務上必要
な資格取得のための「資格取得モデルプラン」を作成すべく基礎デ
ータ収集を完了しました。

(イ) 受験資格又は資格要件の有無を確認する社内体制の構築：2020年11
月に新設した「管理部」の「資格管理室」において、当社グループ
の受験資格や資格要件の充足を確認した上で、実務経験証明書を発
行出来る体制としました。

(ウ) 適切な印章管理：2020年11月に印章管理規定を改定し、社用印章の
登録及び保管、押印の申請及び記録の保管等について管理を強化し
ました。

(エ) 適切な受験指導の実施：新設した「資格管理室」を受験指導及び計
画立案の担当部署としました。

(オ) 受験資格チェック体制の構築：受験者の上長者及び所属部門長によ
る確認を必須とした上、新設した「資格管理室」において実務経験
証明書の確認を行うこととし、この確認を踏まえ証明書の発行を行
う体制としました。また、「内部監査室」において定期的監査を行
い、チェック体制が機能していることを確認することとしました。

(カ) 内部監査部門の充実：2020年11月に社長直轄の「内部監査室」を設
置し、専任の室長を配置することにより内部統制のモニタリング機
能を強化しました。

(キ) コンプライアンス部門の新設並びにリスク情報の速やかな共有と判
断の実施：2020年11月に管理・コンプライアンス部門を新設すると
ともに、同部門内に新設した「管理部」に各事業部のリスク情報を
一元的に集約可能な仕組みとし、経営陣に対して適時適切にリスク
情報が報告される体制を構築しました。

(ク) 内部通報制度の見直し及び内部通報制度の周知の徹底：内部通報制
度（ヘルプライン）を見直し、内部通報制度の実効性を高めるため
に、利用しやすい環境を整備し全役職員に周知し、2021年４月から
運用を開始しました。

(ケ) 役職員の人事ローテーションと人材育成：部署を超えて、会社全体
の問題点や課題等を共有し、コミュニケーションを図るために、「総
合企画部」を新設し、部署間での人事異動も意識的かつ計画的に実
施するために、人材ローテーション計画を定期的に作成することと
しました。

(コ) コンプライアンス教育の徹底：新設の「内部監査室」が取締役(監査
等委員)と協力して内部統制並びにコンプライアンス教育を実施し
ております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2021年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

そ の 他

無形固定資産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

17,637

4,883

11,594

5

153

408

1,339

△748

4,411

2,074

965

116

887

104

96

2,240

996

1,144

99

流 動 負 債 9,558

支払手形及び買掛金 5,533

短 期 借 入 金 494

未 払 法 人 税 等 52

前 受 金 1,437

受 注 損 失 引 当 金 183

そ の 他 1,858

固 定 負 債 2,528

役員退職慰労引当金 134

退職給付に係る負債 2,376

繰 延 税 金 負 債 3

そ の 他 13

負 債 合 計 12,087

純 資 産 の 部

株 主 資 本 9,808

資 本 金 1,947

資 本 剰 余 金 1,537

利 益 剰 余 金 6,333

自 己 株 式 △9

その他の包括利益累計額 152

その他有価証券
評 価 差 額 金

247

為替換算調整勘定 △19

退職給付に係る
調 整 累 計 額

△75

純 資 産 合 計 9,961

資 産 合 計 22,049 負債・純資産合計 22,049

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2020年４月１日から
2021年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 25,166

売 上 原 価 20,508

売 上 総 利 益 4,658

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,132

営 業 利 益 1,525

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7

受 取 配 当 金 22

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 22

そ の 他 4 57

営 業 外 費 用

支 払 利 息 13

支 払 保 証 料 26

為 替 差 損 1

そ の 他 1 42

経 常 利 益 1,540

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 125

そ の 他 7 132

特 別 損 失

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 476

特 別 調 査 費 用 358 835

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 837

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 310

法 人 税 等 調 整 額 △286 23

当 期 純 利 益 813

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 813

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2021年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料

前 渡 金

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

14,217

3,973

600

462

8,226

4

123

405

37

94

491

543

△746

4,465

1,994

925

24

108

0

72

854

10

28

20

7

2,442

625

537

258

989

30

流 動 負 債 7,551

支 払 手 形 705

電 子 記 録 債 務 675

買 掛 金 2,786

短 期 借 入 金 494

未 払 金 419

未 払 費 用 631

未 払 法 人 税 等 13

未 払 消 費 税 等 91

前 受 金 1,369

預 り 金 189

受 注 損 失 引 当 金 165

前 受 収 益 2

そ の 他 6

固 定 負 債 2,220

退 職 給 付 引 当 金 2,134

役員退職慰労引当金 85

負 債 合 計 9,772

純 資 産 の 部

株 主 資 本 8,673

資 本 金 1,947

資 本 剰 余 金 1,537

資 本 準 備 金 1,537

利 益 剰 余 金 5,198

利 益 準 備 金 153

その他利益剰余金 5,045

別 途 積 立 金 1,050

繰越利益剰余金 3,995

自 己 株 式 △9

評 価 ・ 換 算 差 額 等 236

その他有価証券評価差額金 236

純 資 産 合 計 8,910

資 産 合 計 18,682 負債・純資産合計 18,682

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2020年４月１日から
2021年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 16,985

売 上 原 価 13,716

売 上 総 利 益 3,268

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,098

営 業 利 益 1,170

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7

有 価 証 券 利 息 0

受 取 配 当 金 98

受 取 家 賃 26

そ の 他 2 135

営 業 外 費 用

支 払 利 息 13

支 払 保 証 料 26

為 替 差 損 1

そ の 他 0 40

経 常 利 益 1,265

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 125 125

特 別 損 失

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 476

特 別 調 査 費 用 358 835

税 引 前 当 期 純 利 益 554

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 160

法 人 税 等 調 整 額 △255 △94

当 期 純 利 益 649

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年６月７日

水 道 機 工 株 式 会 社

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 磯 貝 　 剛 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 野 　 強 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、水道機工株式会社の
2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、水道機工株式会社及び連結子会社か
らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計
算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計
算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の
選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評
価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、
連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記
事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財
務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書
類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独
で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 30 －

連結計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年６月７日

水 道 機 工 株 式 会 社

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 磯 貝 　 剛 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 野 　 強 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、水道機工株式
会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第117期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書
類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

－ 31 －

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書
類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の
選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評
価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義
を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書
類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結
論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事
項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 32 －

計算書類に係る会計監査報告
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第117期事業
年度の取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果に
つき以下のとおり報告いたします。

1．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事
項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、当期の監査
方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な
会議等における意思決定の過程及び内容、主要な決裁書類その他業務
執行に関する重要な書類等の内容、取締役及び主要な使用人等の職務
執行の状況、並びに会社の業務及び財産の状況を調査しました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意し
た事項及び同号ロの判断及びその理由については、取締役会その他に
おける審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨
の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

  以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

－ 33 －

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認
めます。また、 当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引を
するに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取
引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及び
その理由について、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当
であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当
であると認めます。

2021年６月８日

水道機工株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 齋 藤 敏 仁 ㊞

監 査 等 委 員 千 田 一 夫 ㊞

監 査 等 委 員 重 松 　 直 ㊞

(注)監査等委員 千田一夫、重松直は、会社法第２条第15号及び第331条第６
項に規定する社外取締役であります。

以　上

－ 34 －

監査等委員会の監査報告
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

当社は、株主の皆様への利益配分を経営上の重要課題と認識しており、長期に

わたり安定的な経営基盤の確保に努めることを重視し、配当については安定配当

の継続性を第一義としながらも業績及び諸指標を勘案して、株主の皆様への利益

還元に努めることを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績や財政状態及び経営環境等を総合

的に勘案いたしました結果、以下のとおり１株当たり55円といたしたいと存じま

す。

期末配当に関する事項

(1) 株主に対する事項及びその総額

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき 55円

配当総額 235,875,090円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

－ 35 －

剰余金処分議案
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第２号議案　取締役（監査等委員を除く）５名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役(監査等委員を除く)６名全員が任期満了とな
ります。つきましては、経営の効率化のため１名減とし、取締役（監査等委員を
除く)５名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案につきましては、監査
等委員会において検討がなされましたが、特段の意見はございませんでした。取
締役(監査等委員を除く)の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当、
重要な兼職、候補者とした理由

所有する当社
株 式 の 数

1

ふる

古
かわ

川
 

　
とおる

徹
(1962年12月21日生)

1986年４月　東レ株式会社入社

2012年６月　トーレ・インダストリアル・

　　　　　　マレーシア社取締役

2016年６月　東レ・プレシジョン株式会社

代表取締役社長

2019年６月　当社代表取締役副社長

　　　　　　環境事業担当

2020年６月　当社代表取締役副社長

　　　　　　海外事業担当、株式会社水機テクノ

ス代表取締役社長(現任)

2,000株

【取締役候補者とした理由】

古川徹氏につきましては、技術・生産・エンジニアリング業務全般における豊富な

経験と深い専門能力を有するとともに、2019年6月の当社代表取締役副社長就任以

降、当社グループの経営を牽引し､国内外の事業含めグループ全体の客観的な経営

の監督も遂行出来ていると評価し、引き続き取締役として選任をお願いするもので

あります。

2

まる

丸
やま

山
ひろ

広
き

記
(1963年３月11日生)

1993年１月　当社入社

2015年６月　当社取締役プラント事業担当

2016年６月　当社取締役プラント事業担当、

　　　　　　株式会社水機テクノス取締役

2017年６月　当社取締役プラント事業担当、

　　　　　　Ｏ＆Ｍ事業担当、

　　　　　　株式会社水機テクノス取締役

 2018年６月　当社常務取締役プラント事業担当、

Ｏ＆Ｍ事業担当、株式会社水機テク

ノス取締役(現任)

2,300株

【取締役候補者とした理由】

丸山広記氏につきましては、当社グループの基幹事業である浄水場建設の公共事業

の営業分野において、豊富な経験と深い専門能力を有するとともに、卓越した実績

を上げ、同分野における適切な業務遂行と客観的な経営の監督が遂行出来ていると

評価し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

－ 36 －

取締役選任議案
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候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当、
重要な兼職、候補者とした理由

所有する当社
株 式 の 数

3

いし

石
い

井
よし

克
まさ

昌
(1961年２月15日生)

1997年４月　当社入社

2015年６月　当社取締役管理部門担当

2016年６月　当社取締役管理部門担当、

　　　　　　機器事業担当、

　　　　　　環境事業部ＳＫＭＥ担当

2018年６月　当社取締役管理部門担当、

品質保証室担当、

　　　　　　環境事業部ＳＫＭＥ担当

2020年６月　当社取締役管理部門担当、

　　　　　　品質保証室担当、

　　　　　　海外事業部ＳＫＭＥ担当

2020年11月　当社取締役総合企画部長、

　　　　　　海外事業部ＳＫＭＥ担当(現任)

2,300株

【取締役候補者とした理由】

石井克昌氏につきましては、当社グループにおいて主として管理・企画・経理・海

外関連業務に携わり、豊富な経験・知識と深い専門能力を有するとともに、様々な

経営判断や意思決定を適切に行って客観的に経営の監督を遂行出来ていると評価

し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

4

しば

柴
た

田
むね

宗
たか

孝
(1961年６月21日生)

1992年４月　当社入社

2018年６月　当社取締役機器事業担当、

環境事業担当

2019年６月　当社取締役機器事業担当、

　　　　　　環境事業部長

2020年６月　当社取締役機器事業担当、

　　　　　　環境事業担当、

　　　　　　海外事業部ＳＫＶＮ担当(現任)

2,100株

【取締役候補者とした理由】

柴田宗孝氏につきましては、当社グループにおいて長年にわたり公共・民間および

国内外の事業に幅広く携わり、豊富な経験・知識と深い専門能力を有するととも

に、様々な経営判断や意思決定を適切に行って、客観的に経営の監督を遂行出来て

いると評価し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

－ 37 －

取締役選任議案
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候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当、
重要な兼職、候補者とした理由

所有する当社
株 式 の 数

5

かみ

上
むら

村
じゅん

順
いち

一
(1947年４月30日生)

1970年４月　東レ株式会社入社

2003年６月　東レ水処理メンテナンス株式会社

理事

2005年３月　東レ株式会社復社

2009年４月　同社退社

2009年５月　ユニコインターナショナル

　　　　　　株式会社

2011年４月　株式会社アンジェロセック

2018年４月　日本テクノ株式会社顧問(現任)

2020年６月　当社取締役(現任)

－株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

上村順一氏につきましては、社外取締役候補者であります。同氏は、東レ水処理メ

ンテナンス株式会社において理事を経験している他、現在、日本テクノ株式会社の

顧問を務めており、経営全般ならびに海外事業における豊富な知識と見識は、当社

にとって有益であると期待されるため、社外取締役として選任するものでありま

す。

（注）１.各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２.古川徹氏は、1986年４月から2012年６月に至るまで当社の親会社である東レ株式

会社において使用人の地位に、2012年６月から2016年６月に至るまで東レ株式会

社の子会社であるトーレ・インダストリアル・マレーシア社において取締役の地

位に、2016年６月から2019年６月に至るまで東レ株式会社の子会社である東レ・

プレシジョン株式会社において代表取締役社長の地位にありました。

３.上村順一氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時を

もって１年となります。

４.上村順一氏は、日本テクノ株式会社の顧問でありますが、当社と同社の間には、

人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

５.当社は、上村順一氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条

第１項に定める 低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。

なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

６.上村順一氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、東京証

券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。なお、

同氏の再任が承認された場合には、引き続き、独立役員とする予定であります。

－ 38 －

取締役選任議案
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第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補

欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当、
重要な兼職、候補者とした理由

所有する当社
株 式 の 数

しん

新
がい

谷
ひろ

弘
ゆき

之
(1952年１月10日生)

1974年４月　東レ株式会社入社

2000年５月　同社三島工場工務部長

2004年６月　東レＡＣＥ株式会社取締役

2006年６月　同社代表取締役社長

2013年６月　同社相談役

2015年６月　同社退社

2020年５月　当社社外取締役(監査等委員)

－株

【補欠の社外取締役(監査等委員)候補者とした理由及び期待される役割の概要】

新谷弘之氏につきましては、補欠の社外取締役(監査等委員)候補者であります。

同氏は東レＡＣＥ株式会社において代表取締役社長を経験し、会社経営全般に関

する幅広い知識と見識は当社にとって有益であり、職務を適切に遂行できると期

待されるため、当社の補欠の社外取締役(監査等委員)として、選任するものであ

ります。

（注）１．新谷弘之氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　　２．新谷弘之氏は、当社の親会社である東レ株式会社の子会社の東レＡＣＥ株式会

　　　　　社において、2006年6月から2013年6月に至るまで、代表取締役社長の地位にあ

　　　　　りました。

３．新谷弘之氏が、社外取締役(監査等委員)に就任した場合には、当社は、同氏との

間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める 低責任

限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

　本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任されます角川政信氏に対して、

その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で

退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締

役会にご一任願いたいと存じます。退任取締役の略歴は次のとおりであります。

　　　　氏　　名 　　　　　　　　　　略　　　　　　歴

かど

角
かわ

川
 

　
まさ

政
のぶ

信
2014年6月　当社代表取締役副社長
2015年6月　当社代表取締役社長(現任)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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第117回定時株主総会会場ご案内図

会場：東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号

水道機工株式会社　本社７階会議室

至
高
井
戸

環
八
通
り

至
東
京
Ｉ
・
Ｃ

千歳通り

京王バス停
千歳船橋駅

東急バス停
千歳船橋

みずほ銀行

マクドナルド
ローソン

交番

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ

まいばすけっと

至町田

至新宿
千歳船橋

水道機工
本社

小田急線

世田谷
信用金庫

交通機関

●電車：小田急小田原線千歳船橋駅（各駅停車または準急をご利用くだ

さい）下車徒歩約５分

●バス：東急田園都市線用賀駅より東急バス（祖師ヶ谷大蔵駅行）千歳

船橋下車徒歩約５分

●バス：京王線千歳烏山駅より京王バス（千歳船橋駅行）終点下車徒歩

約３分

★お願い★　駐車設備が充分ではありませんので、なるべく電車または

バスをご利用ください。

地図


